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障害福祉サービス等に係る事業者説明会 

千 葉 市 障 害 福 祉 サー ビ ス 課 

 

 

共生型サービスの創設について 

 

１ 見直し内容 

高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険

と障害福祉両方の制度に新たに「共生型サービス」を位置付けます。 

（注１）具体的な指定基準等の在り方は、平成３０年度介護報酬改定及び障害

福祉サービス等報酬改定にあわせて検討します。 

（注２）対象サービスは①ホームヘルプサービス、②デイサービス、③ショー

トステイ等を想定しています。 

 

２ 今後の予定 

  本年の介護保険制度の見直しにおいて、介護保険に「共生型サービス」を 

 創設し、障害福祉制度の現行の「基準該当サービス」の取組についても、報 

酬において障害支援区分を勘案していない等の課題に対応するため、障害福祉 

制度に「共生型サービス」を創設します。これにより、介護保険又は障害福祉 

のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやす 

くする見直しを行う予定です。 

 

 


